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問 
一
般
社
団
法
人
新
潟
県
聴
覚
障
害
者

協
会 
事
務
局

　
☎
０
２
５
・
３
８
１
・
１
９
５
６

第
33
回
耳
の
日
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
耳
の
大
切
さ
や
聴
覚
障
が
い
者
に
対
す

る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
第
33

回
耳
の
日
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
南
魚
沼
市

で
開
催
し
ま
す
。

日
７
月
30
日
㈯
～
31
日
㈰

会
大
和
公
民
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

さ
わ
ら
び

※
浦
佐
駅
か
ら
無
料
送
迎
バ
ス
あ
り
（
事

前
予
約
制
）

内７
月
30
日
㈯

・
全
日
本
ろ
う
あ
連
盟
創
立
70
周
年
記
念

映
画
「
咲え

む
」
特
別
上
映
会

・
交
流
会
（
希
望
者
は
宿
泊
可
）

７
月
31
日
㈰

・
記
念
式
典

・
記
念
講
演
会
「
手
話
の
魅
力
～
江え

副ぞ
え
、

今
こ
ん
な
活
動
し
て
い
ま
す
～
」（
日

本
ろ
う
者
劇
団
代
表 

江え

副ぞ
え

悟さ
と

史し

氏
）

・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
福
引

申
込
書
配
布
窓
口

　
福
祉
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※
申
込
み
方
法
や
料
金
な
ど
、
詳
し
く
は

申
込
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い

〆
７
月
２
日
㈯

問
・
申 

秘
書
広
報
課

　
☎
７
７
３
・
６
６
５
８

市
民
カ
メ
ラ
マ
ン
募
集

　
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
取
材
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
「
市
民
カ
メ
ラ
マ
ン
」
を
募

集
し
ま
す
。

　
市
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め
に
、
あ
な

た
も
市
報
づ
く
り
な
ど
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
？

活
動
内
容　

　
市
報
や
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
に
掲
載

す
る
写
真
の
撮
影
、
取
材
記
事
の
作
成
な

ど※
取
材
に
必
要
な
カ
メ
ラ
な
ど
の
機
材
、

消
耗
品
、
交
通
費
な
ど
の
費
用
は
自
己

負
担

対
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
取
材
に
必
要
な

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
所
有
し
て
い
る
18

歳
以
上

定
10
人
（
現
在
、
６
人
の
市
民
カ
メ
ラ
マ

ン
が
在
籍
）

申
申
込
書
と
顔
写
真
（
縦
４
．５
㎝
×
横�

３
．５
㎝
）１
枚
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
市
民

カ
メ
ラ
マ
ン
募
集
」
で
検
索
）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

問 

秘
書
広
報
課

　
☎
７
７
３
・
６
６
５
８

シ
リ
ー
ズ 

市
民
の
声
㊼

尿
酸
値
の
検
査
に
つ
い
て

【
意
見
・
提
案
な
ど
】

　
市
が
行
っ
て
い
る
健
康
診
断
で
尿
酸

値
を
知
り
た
い
の
で
す
が
、
い
く
ら
か

お
金
を
支
払
う
追
加
検
査
で
も
い
い
の

で
、
実
施
し
て
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
お
酒
を
飲
む
人
が
、
高
尿
酸
血
症
や

痛
風
を
発
症
す
る
前
に
予
防
し
た
り
、

早
め
の
治
療
を
し
た
り
で
き
る
と
て
も

有
効
な
検
査
だ
と
思
う
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。（

令
和
３
年
12
月
）

【
市
か
ら
の
返
事
】

　
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
の
生
活
習

慣
病
を
予
防
す
る
た
め
の
基
礎
健
診
を

特
定
健
診
と
い
い
、
こ
の
特
定
健
診
の

内
容
と
料
金
は
、
加
入
し
て
い
る
保
険

者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
市

民
の
特
定
健
診
で
は
、
保
険
者
で
あ
る

市
の
判
断
に
よ
り
、
尿
酸
値
検
査
を
追

加
項
目
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

社
会
保
険
の
被
扶
養
者
の
場
合
は
、

加
入
し
て
い
る
保
険
者
か
ら
特
定
健
診

の
受
診
券
を
受
け
取
っ
て
、
市
の
健
診

会
場
で
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
会
場
は
市
の
住
民
健
診
会
場

で
す
が
、
前
述
の
と
お
り
、
保
険
者
ご

と
に
検
査
の
項
目
が
決
め
ら
れ
て
い
る

た
め
、
追
加
で
尿
酸
値
検
査
を
受
け
る

に
は
加
入
先
の
保
険
者
に
相
談
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
健
康
保
険

証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

（
担
当
：
保
健
課
）


